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（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

※次頁以降のグラフは、端数処理等の関係から単一選択の設問でも合計が100％とならないものがある。
※次頁以降、特に記載がない場合には令和元年11月時点の状況である。

○認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算Ⅱ・Ⅲの創設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における共
用型認知症対応型通所介護の利用定員数の見直し、認知症専門ケア加算等の認知症関連加算のなかったサービスにおけるそれら
加算の創設等、認知症の人への対応に係る平成30年度介護報酬改定により、認知症の人への介護サービスの提供等にどのような
影響を与えたかについて調査を行う。

○次期制度改正に向けさらなるサービスの向上のための効果・課題等の把握を行う。

１．調査の目的

○郵送で送付する依頼状内のURLとパスワードによりアンケート画面にアクセスし回答。Web回答が困難な事業所はFAX・郵送等で回答

を受付。

２．調査方法

調査対象 事業所略称 母集団
抽出方法

※1
発出数 回収数 回収率 有効回収率

①事業所
調査

認知症対応型共同生活介護 グループホーム 13,837 無作為抽出 7,000 3,307 47.2％ 46.7％

地域密着型介護老人福祉施設
（ユニット型）

地密特養
（ユニット型）

2,156 悉皆 2,006 879 43.8％ 43.0％

短期入所生活介護 生活ショート 10,609

無作為抽出

2,700 1,213 44.9％ 44.5％

短期入所療養介護 療養ショート 3,749 1,900 692 36.4％ 32.6％

特定施設入居者生活介護（地
域密着型を含む）

特定施設 5,929 2,200 989 45.0％ 44.5％

小規模多機能型居宅介護 小多機 5,623 2,200 1,011 46.0％ 45.6％

看護小規模多機能型居宅介護 看多機 667 悉皆 582 239 41.1％ 39.7％

②利用者
調査

上記対象事業所の利用者 ※2 ※2 ※2 10,519 ※2 ※2

調査対象利用者の家族 ※2 ※2 ※2 2,641 ※2 ※2

※1 災害救助法の適用地域の事業所、及び7月22日時点で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した事業所を除き抽出。
※2 一定の条件で、対象事業所に利用者を選定して回答いただいたため、母集団、発出数は不明であり、これに伴い回収率、有効回収率も不明である。
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看護師・准看護師を常勤換算で１名以上確保できない

事業所内の看護職員では24時間連絡できる体制が確保できな

い

24時間連絡できる連携先の候補が地域に存在しない・存在する

かわからない、あるいは依頼するのが困難

算定月の前12か月間に、喀痰吸引もしくは経鼻胃管や胃瘻等の

経腸栄養を実施する入居者がいない

医療ニーズへの対応は、別施設の職員や、協力医療機関・主治

医、訪問看護により行っている

医療ニーズへの対応は、医療的ケアを実施できる介護福祉士や

認定特定行為業務従事者が行っている

事業所で対応できない医療ニーズがある場合、又は医療ニーズ

の種類等が増えて対応できない場合は、入院あるいは退居と…

算定の要件は満たしているが、算定すると利用者負担が生じる

人件費等のコストが加算額に見合わない

医療連携体制加算（Ⅱ）（Ⅲ）があるのを知らない、又は加算の算

定に必要な要件がわからない

加算の算定に取り組む余裕がない

その他

特に理由はない

全体

加算なし

加算(Ⅰ)

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

図表1 Q3-1②：医療連携体制加算の算定状況（N=3,268) 図表3 Q3-2×Q3-1②：医療連携体制加算（Ⅱ）(Ⅲ)を取得しない
理由・課題（複数回答、 N=3,110)

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

図表2 Q3-1①×Q3-1②：医療連携体制加算の算定状況（N=3,268)

上段：事業所数
下段：構成比（％）

令和元年11月時点
医療連携
体制加算

なし

医療連携
体制加算

(Ⅰ)

医療連携
体制加算

(Ⅱ)

医療連携
体制加算

(Ⅲ)

平成29年
11月時点

事業所開設済だが
加算の算定なし

467 94 4 4

82.1 16.5 0.7 0.7

医療連携体制加算
あり

31 2,348 60 84

1.2 93.1 2.4 3.3

事業所未開設
（算定なし）

72 99 4 1

40.9 56.3 2.3 0.6

1.医療連携体制加算の算定状況
○医療連携体制加算を取得している割合は、加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）でそれぞれ77.8％、2.1％、2.7％であった。【Q3-1②】

○平成29年11月時点で医療連携体制加算を算定していた事業所のうち、令和元年11月に加算(Ⅰ)を算定した事業所は93.1％、加算(Ⅱ)は
2.4％、加算(Ⅲ)は3.3％であった。【Q3-1①×Q3-1②】

○医療連携体制加算を算定していない事業所や、加算(Ⅰ)の算定事業所が、加算(Ⅱ)(Ⅲ)を取得しない理由・課題は、「看護師・准看護師
を常勤換算で1名以上確保できない」が72.7％で最も多く、次いで「算定月の前12か月間に、喀痰吸引もしくは経鼻胃管や胃瘻等の経腸
栄養を実施する入居者がいない」が51.2％となっていた。【Q3-2×Q3-1②】

17.4 77.8
2.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加算を算定していない 医療連携体制加算(I)
医療連携体制加算(Ⅱ) 医療連携体制加算(Ⅲ)

(N=2,540)

(N=570)

(N=3,110)

2

事業所で対応できない医療ニーズがある場合、又は医療ニーズの
種類等が増えて対応できない場合は、入院あるいは退居（医療ニー

ズに対応できる事業所へ転居）となる



図表4 Q3-5×Q3-1②：医療ニーズへの対応等に関し、貴事業所で実施で
きていること（複数回答、 N=3,268)

図表5 Q3-7×Q3-1②：医師の指示に基づき看護職員が対応できる
医療ニーズ

「対応できる」とする事業所の割合
(％)

全体
(N=3268)

医療連
携体制

加算なし
(N=570)

医療連
携体制
加算(Ⅰ)
(N=2541)

医療連
携体制
加算(Ⅱ)
(N=68)

医療連
携体制
加算(Ⅲ)
(N=89)

胃ろう・腸ろうによる栄養管理 11.3 6.7 10.9 23.5 42.7

経鼻経管栄養 7.5 4.4 7.0 23.5 30.3

中心静脈栄養 5.8 2.8 5.9 11.8 20.2

輸血 4.4 1.9 4.6 10.3 11.2

透析(在宅自己腹膜灌流を含む)の管理 10.9 5.8 11.4 11.8 28.1

カテーテル(尿道留置カテーテル･コ
ンドームカテーテル)の管理

48.9 31.8 51.3 66.2 77.5

ストーマ(人工肛門・人工膀胱)の管理 41.4 28.4 42.9 58.8 70.8

喀痰吸引 28.8 15.6 29.4 57.4 75.3

ネブライザー 25.4 17.4 25.7 47.1 53.9

酸素療法（酸素吸入） 48.5 34.2 50.3 64.7 76.4

気管切開のケア 3.9 2.1 3.8 5.9 15.7

人工呼吸器の管理 2.7 1.6 2.7 4.4 7.9

静脈内注射（点滴含む） 32.0 15.1 34.2 47.1 64.0

皮内、皮下及び筋肉内注射
(インスリン注射を除く)

25.1 13.2 26.2 45.6 55.1

簡易血糖測定 41.1 23.2 43.4 64.7 71.9

インスリン注射 32.1 21.2 32.8 51.5 65.2

疼痛管理（麻薬なし） 41.8 26.3 43.8 54.4 73.0

疼痛管理（麻薬使用） 19.1 10.5 20.1 23.5 42.7

持続モニター測定(血圧･心拍･酸素
飽和度等)

19.3 13.3 19.8 25.0 38.2

服薬指導・管理 86.1 77.2 87.8 91.2 92.1

医師と連携した服薬調整 96.7 91.1 97.9 98.5 97.8

創傷処置 88.4 77.4 90.4 89.7 98.9

褥瘡の処置 86.3 72.1 88.9 94.1 97.8

浣腸 78.7 60.0 82.1 89.7 93.3

摘便 74.7 53.0 78.7 85.3 89.9

排泄の援助（浣腸・摘便を除く） 92.9 86.8 94.0 94.1 97.8

導尿（カテーテル以外） 37.8 18.8 40.4 60.3 67.4

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

2.医療ニーズへの対応状況
○医療ニーズへの対応等で、加算(Ⅱ)(Ⅲ)の算定事業所は「看取り期に対応している」が85.3％(Ⅱ)・85.4％(Ⅲ)で最も多く、次いで「医師や

看護職員による随時の指導・助言により、介護職員でも医療ニーズのある入居者にある程度対応できている」が73.5％(Ⅱ)・70.8％(Ⅲ)と
なっていた。上記2項目は、事業所の医療連携体制加算の算定の有無により実施事業所の割合に差異が見られた。【Q3-5×Q3-1②】

○医師の指示に基づき看護職員が対応できる医療ニーズについては、医療連携体制加算(II)(III)の要件となっている「喀痰吸引」は28.8％、
「胃ろう・腸ろうによる栄養管理」は11.3％、「経鼻経管栄養」は7.5％であった。【Q3-7×Q3-1②】
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64.0
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69.7

1.1

0.0
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医療ニーズを持った者でも断らずに入居を受け

入れている

医師や看護職員による対応を要する、入居者の

医療ニーズに対応している

医療ニーズへの対応が困難なことを理由とした

退居を求めることはない

看取り期に対応している

事業所から入院した入居者や、入院している入

居希望者を病院から早期に受け入れている

医療ニーズへの対応により、入居者の身体機能

が維持・向上できている

身体合併症を有する入居者の認知症が、重度

化してもケアができている

医療ニーズのある入居者でも、介護職員が安心

して対応できている

医師や看護職員による随時の指導・助言によ

り、介護職員でも医療ニーズのある入居者にあ

る程度対応できている

入居者やその家族が安心感を得て、高い評価

を得ている

その他

上記いずれも当てはまらない（特にできているこ

とはない）

加算なし

加算(Ｉ)

加算(Ⅱ)

加算(Ⅲ)(N=89)

(N=68)

(N=2,541)

(N=570)
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5.2 0.7 93.3 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入院時の情報提供等 退院時の受入支援等
入・退院時に連携・支援等 連携・支援等未実施

3.2

3.8

3.3

0回 1回 2回 3回 4回

医療機関への書面での情報提供回数

医療機関への電話・メールでの情報提供回数

医療機関への訪問での情報提供回数

3.入退院に関する支援
○入退院に伴い、医療機関への情報提供（書面・会議等）や退院時の受入支援等を実施している事業所は、入院時のみが5.2％、退院時

のみが0.7％、入院・退院時の両方が93.3％であった。【Q4-2】

○令和元年度中に、医療機関等と連携し入退院を支援した事業所では、1事業所あたり平均4.9人の入居者が入院し、うち4.3人に支援を実
施していた。また、同じく、退院した入居者は3.3人で、うち3.0人に支援を実施していた。【Q4-3①⑥】

○医療機関との情報の提供や受取の1人あたり平均回数は、入院では、書面が平均3.2回、電話・メール等が3.8回、訪問が3.3回であり、退
院では、書面が平均2.7回、電話・メール等が3.0回、訪問が2.5回であった。【Q4-3②③④⑦⑧⑨】

図表6 Q4-2：入院時・退院時の情報提供や受入支援の有無（N=3,268)

図表9 Q4-3⑦⑧⑨：退院を支援した者1人あたりの平均実施回数
（回答事業所の平均、 N=2,692)

図表8 Q4-3②③④：入院を支援した者1人あたりの平均実施回数
（回答事業所の平均、N=2,918)

図表7 Q4-3①⑥：入退院を支援した事業所の年間平均実績

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

令和元年度中に入院した入居者数

（事業所あたりの平均延べ数）（N=3,268)
4.9人

上記のうち、医療機関等と連携し入院を支援した人数

（支援した事業所あたりの平均延べ数）（N=3,220)
4.3人

令和元年度中に退院した入居者数

（事業所あたりの平均延べ数）（N=3,268)
3.3人

上記のうち、医療機関等と連携し退院を支援した人数
（支援した事業所あたりの平均延べ数）（N=3,073) 

3.0人

2.7

3.0

2.5

0回 1回 2回 3回 4回

医療機関からの書面での情報提供回数

医療機関からの電話・メールでの情報提供回数

医療機関への訪問による、情報受取・提供回数
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10.6
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6.8

4.9

53.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医療機関等との連携の窓口や担当者がわからな

かった

事業所の職員が、医療に関する知識が十分にな

いことに不安を感じた

医療機関等の都合に合わせたカンファレンス等

への訪問調整が難しかった

医療機関等から情報受取・提供する機会・タイミ

ングを確保することが難しかった

医療機関等から提供された情報がわかりにくかっ

た

医療機関等から情報提供されなかった

利用者又は家族が、事業所への情報提供を拒否

した

退院時の情報記録の様式がなかった

医療機関によって手続方法が異なるため煩雑で

あった

退院し入居してくる予定であることがすぐにわから

なかった

特になし

3.入退院に関する支援
○医療機関等との情報連携で困難を感じた点は、入院時の情報提供では「医療機関等に提供する情報をまとめることが、時間的に難し

かった」が20.1％で最も多く 、次いで「医療に関する知識が十分にないことに事業所の職員が不安を感じた」が18.9％であった。
○退院時の情報受取・提供で困難を感じた点は、「医療機関等の都合に合わせたカンファレンス等への訪問調整が難しかった」が23.6％で

最も多く、次いで「事業所の職員が、医療に関する知識が十分にないことに不安を感じた」が18.0％であった。【Q4-3⑤⑩】

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

図表11 Q4-3⑩：退院時の情報受取・提供において困難と感じた点
（複数回答、N=2,691)

図表10 Q4-3⑤：入院時の情報提供において困難と感じた点
（複数回答、N=2,917)
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18.9

12.9

20.1

12.4

7.2

18.5

8.6

3.7

0.2

49.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医療機関等との連携の窓口や担当者がわからな

かった

医療に関する知識が十分にないことに事業所の

職員が不安を感じた

専門的知識が十分にはない中で、医療機関等に

提供する情報をまとめることが難しかった

医療機関等に提供する情報をまとめることが、時

間的に難しかった

医療機関等がどのような情報を求めているのか

わかりにくかった

情報提供の様式がなかった

医療機関等の都合に合わせた訪問調整が難し

かった

医療機関等に情報提供する機会・タイミングを確

保することが難しかった

医療機関等から情報提供を求められなかった

利用者又は家族が情報提供を拒否した

特になし
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（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

図表12 Q4-5：退院後の再入居の受け入れ体制の有無（N=3,268)

図表15 Q4-9：退院後に円滑に入居できる体制の確保における課題
（複数回答、N=85)

図表13 Q4-6①：空室・空きベッドの確保費用の請求
（複数回答、N=3,044)

(1事業所あたり平均2.2ヶ月確保)

4.入居者の一時的な入退院に関する支援
○退院後の再入居に備え、入院中も空室・空きベッドを確保している事業所は93.1％で、1事業所あたり平均2.2ヶ月確保していた。【Q4-5】

○空室・空きベッドを確保しておくため家賃(居住費)相当分を徴収している事業所が86.3％、月6日・2ヶ月まで入院時費用を算定している事
業所は23.9％であった。【Q4-6①】

○入院時費用を算定している事業所において令和元年度に入院した入居者のうち、事業所が再入居に備えて空室・空きベッドを確保した
入居者数は、1事業所あたり平均4.8人であった。このうち、空室・空きベッドの確保料金として入院時費用を算定したのは1事業所あたり
3.6人であった。【Q4-7】

○入院中に空室・空きベッドを確保していない事業所や再入居を想定していない事業所の、退院後に円滑に入居できる体制の確保におけ
る課題は、「長期間の空床は経営を圧迫するため困難」が85.9％で最も多かった。【Q4-9】

事業所が再入居に備えて空室・空きベッドを確保した入居者数
（入院時費用を算定している事業所１事業所あたりの平均） 4.8人

上記のうち、空室・空きベッドの確保料金として入院時費用を算定
した入居者数（１事業所あたりの平均） 3.6人

図表14 Q4-7：退院後の再入居の受け入れ実績（N=727)

93.1 2.4

0.2

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入院中も空室・空きベッドを確保 空室・空きベッドの確保まではしていない
原則として退居扱い 同一法人内で調整

7.1

23.9

1.9

0.9

86.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空室・空きベッドを確保しておく費用に充当する利用者負

担は全く徴収していない

空室・空きベッドを確保しておく料金として、月6日・2ヶ月

まで入院時費用を算定

空室・空きベッドを確保しておく料金を、基本報酬算定分

よりも低く、独自に設定・徴収

空室・空きベッドを確保しておく料金を、基本報酬算定分

よりも高く、家賃相当分以外の基準で独自に設定・徴収

空室・空きベッドを確保しておく料金として、家賃(居住費)

相当分を徴収

85.9

30.6

55.3

7.1

7.1

11.8

11.8

3.5

3.5

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

長期間の空床は経営を圧迫するため困難

入居していないにもかかわらず、入居者負担が発生するため、入

居者や家族の理解が得られない

空床確保の判断をする時点で退院できる見込みが少ない、又は、

退院時期が見込めない

退院後は医療提供体制の整った他のサービスを希望するなど入

居者や家族のニーズがない

入居希望者（待機者）やその家族から、空床確保について理解が

得られない

空室・空きベッドの確保料金として月6日まで算定できる入院時費

用は2か月までのため、2か月を超える入院については確保して…

手続の複雑さに比べ報酬額や算定人数が少ないためメリットを感

じられない

入院時費用や初期加算が算定可能であることを知らない、又は算

定に必要な要件がわからない

その他

特に理由はない

6

空室・空きベッドの確保料金として月6日まで算定できる基本報酬
（認知症対応型入院時費用）は2か月までのため、2か月を超える入

院については確保していない



11.8 13.7 11.8 5.9 5.9 5.9 17.6 27.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日以上

84.4 11.1

1.5

1.0

1.5
0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

96.2

96.8

1.9

2.2

1.9

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居室以外の個室有

居室以外の個室無

0回 1回 2回以上

5.定員外の緊急短期利用の受け入れ
○定員外の緊急短期利用の受け入れを実施している事業所は6.1％であった。【Q5-1】

○上記事業所における令和元年11月の受入実績は、0人の事業所が84.4％で最も多く、実績が1人以上ある事業所における令和元年11月
の受入実績は、平均延べ1.9人であった。【Q5-2】

○また、1回あたりの平均利用日数は14.7日間で、1回あたり8日以上の利用が27.5％で最も多かった。【Q5-3⑤】

○令和元年度に定員外の緊急短期利用の受け入れを実施している事業所が、同時に2名以上の受入希望があったため利用を断った回数
は平均0.1回、年間0回の事業所が最も多く、居室以外の個室がある事業所の96.2％、居室以外の個室がない事業所の96.8％であった。
【Q5-4×Q2-4④】

図表18 Q5-3⑤：定員外の緊急短期利用者の1回あたり利用日数（N=51) 図表19 Q5-4：令和元年度中に、2名以上の緊急短期利用受入希望により
断った回数（N=199)

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

図表16 Q5-1：定員外の緊急短期利用の実施有無（N=3,268) 図表17 Q5-2：定員外の緊急短期利用の受入実績（N=199)

実績ある事業所の平均受入人数=1.9人

（N=106)
（平均：0.2回）

（N=93)
（平均：0.1回）

平均(全体)：0.1回

※保険給付の対象は、7日間が限度となっている。

6.1 93.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受け入れている 受け入れていない

平均利用日数：14.7日(全体)、43.2日(8日以上のみ)
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17.1

25.1

35.2

25.1

14.6

26.6

23.1

5.5

12.1

11.6

12.6

22.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

行動・心理症状の悪化に際し、緊急受け入

れが可能となった

独居の認知症高齢者の体調不良時に緊急

に対応できた

病気や入院など利用者の家族の緊急的な

ニーズに対応できた

認知症利用者の短期利用系サービスの選

択肢が広がった

専門的な認知症ケア機関としての事業所の

認知度が向上した

地域や、介護支援専門員からの信頼が増し

た

短期利用がきっかけとなり、短期利用後に入

居することになった

医療機関との信頼関係が増し、入退院時の

連携などがスムーズになった

緊急受入の7日間だけ、人員基準を満たす

ために、受入要員を確保するのは難しい

人員基準の遵守のため、受入要員を確保す

るコストが見合ってない

その他

特に効果・変化はない

33.9

84.8

4.8

2.8

32.2

7.9

33.5

12.0

5.3

6.8

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

人員基準を満たすことが困難

受け入れる個室がない

居宅介護支援事業所の介護支援専門

員との連携が難しい

居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が短期利用について知らない

緊急利用のニーズがない

利用者の状況や家族等の事情が、7日

が限度では短い

緊急受け入れのための準備・調整等が

困難

職員の理解が得られない

他の利用者やその家族の理解が得られ

ない

定員を超えた短期利用の受け入れがで

きるのを知らない

その他

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

図表20 Q5-5：定員外の緊急短期利用の受け入れによる効果・変化
（複数回答、N=199)

図表21 Q5-6：定員外の緊急短期利用の受け入れを実施していない理由
（複数回答、N=3,069)

5.定員外の緊急短期利用の受け入れ
○定員外の緊急短期利用の受け入れによる効果・変化は、「病気や入院など利用者の家族の緊急的なニーズに対応できた」が35.2％で最

も多く 、次いで「地域や、介護支援専門員からの信頼が増した」が26.6％となっていた。【Q5-5】

○事業所が定員外の緊急短期利用の受け入れを実施していない理由では、 「受け入れる個室がない」が84.8％で最も多かった。【Q5-6】
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19.5 10.7 17.1 13.9 6.2 29.6 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外部評価の受審や運営推進会議の開催は共に手間がかかるため、運営推進会

議のみで外部評価を行えるよう、統合すべきである

事業所の実態を理解している運営推進会議での評価が効果的であるため、統合

すべきである

外部評価の受審には時間や費用がかかるとともに、質も評価機関により異なり、

運営推進会議の委員により評価してもらいたいため、統合すべきである

運営推進会議は、外部評価以外の議題も多いことから、統合すべきではない

外部の評価機関による評価は、日頃から関わりのある運営推進会議の委員の評

価より適正なものとなるため、統合すべきではない

外部の評価機関に求められる専門性を運営推進会議参加者の中で補うことは困

難であるため、統合すべきではない

その他

96.3

84.3

80.4

28.2

59.5

28.1

33.1

47.2

52.7

7.7

64.7

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サービス・制度内容の説明、利用

状況等の報告

地域住民や関係機関職員からの

要望や提案・話題（意見交換等）

利用者や家族からの要望や提案・

話題

運営推進会議メンバーの勉強会

地域・事業所での行事検討

個別ケース検討（入居者の課題解

決のための話し合い）

地域課題と、それに対する取組・

活動

事業所のサービスに係る自己評

価

事業所のサービスに係る第三者

による評価

多職種（訪問理学療法士、訪問薬

剤師など）での連携体制

グループホームと地域住民の災害

時の連携体制

その他

95.8

21.0

23.5

59.5

93.1

66.9

85.5

80.3

79.7

21.6

3.8

6.7

18.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自グループホームの職員

他グループホームの職員

居宅介護支援事業所のケア…

利用者

利用者の家族

市区町村の職員

地域包括支援センターの職員

町内会の役員

民生委員

老人クラブの代表者

学者や研究者

医師

その他

72.5 27.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未実施 実施

0.8

1.9

4.0 9.7 81.9 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0回 1-3回 4回 5回 6回 7回以上

図表22 Q7-1①：令和元年度の運営推進会議の年間開催回数（N=3,202) 図表23 Q7-1②：複数の事業所との合同開催（N=3,202)

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

※令和元年度以降に開設した事業所を除く

6.運営推進会議
○令和元年度の運営推進会議の総開催回数は、1事業所あたり平均5.8回で、年間6回の事業所が81.9％で最も多かった。【Q7-1①】

○複数の事業所と合同開催している事業所は27.5％であった。【Q7-1②】

○運営推進会議への参加者は、自グループホームの職員（95.8％）や利用者の家族（93.1％）に加えて、地域包括支援センターの職員
（85.5％）や町内会の役員（80.3％）、民生委員（79.7％）等も多く参加していた。【Q7-2】

○運営推進会議の議題は、「サービス・制度内容の説明、利用状況等の報告」が96.3％で最も多かった。第三者による評価を実施している
事業所は52.7％であった。【Q7-3】

○運営推進会議と外部評価を統合すべきと考える事業所は47.3％であり、統合すべきではないと考える事業所は49.7％であった。【Q7-6】

平均回数：5.8回

図表25 Q7-3：運営推進会議の議題
（複数回答、N=3,268)

図表26 Q7-6：運営推進会議と外部評価の統合の
要否（N=3,268)

9

図表24 Q7-2：運営推進会議に年1回以上参加
する者（複数回答、N=3,268)

居宅介護支援事業所のケア
マネジャー

統合すべき 47.3% 統合すべきでない 49.7%
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2.8 2.1 21.5 5.1 3.8 36.1 19.6 13.5 0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅 他のグループホーム 特養・老健・介護医療院等

その他施設(有料老人ホーム等) 精神科病院 精神科病院以外の医療機関

グループホーム内で看取り グループホーム内での看取り以外の死亡退居 上記以外

15.5 40.8 2.3 9.9 4.9 12.6 8.4 2.7 3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅(在宅サービス利用なし) 自宅(在宅サービス利用あり) 他のグループホーム

特養・老健・介護医療院等 精神科病院 精神科病院以外の医療機関

その他施設(有料老人ホーム等) 上記以外 不明

図表27 Q9-4：令和元年11月1日時点の入居者の、入居前の居場所（N=3,268、50,757人)

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

7.入退居の状況
○令和元年11月1日時点の入居者の、入居前の居場所は、自宅が56.3％で最も多く、次いで医療機関が17.5％となっていた。【Q9-4】

○令和元年度に退居した者の退居先は、「医療機関への入院(退居後に入院し死亡した場合を含む) 」が39.9％で最も多く、次いで「死亡に
よる退居(退居前の入院中に死亡した場合を含む) 」が33.1％となっていた。【Q9-5】

○グループホーム内で看取った者は退居者全体の19.6％であり、「特養・老健・介護医療院等」への退居者21.5％ 、医療機関への入院者
39.9％と比較して少なかった。【Q9-5⑫⑱㉑】

自宅(56.3%)

医療機関への入院(39.9%) 死亡による退居(33.1%)

図表28 Q9-5：令和元年度の退居先別退居者数（N=3,268、11,778人)

医療機関(17.5%)

※「医療機関への入院」には、退居後に入院し死亡した場合を含む
※「死亡による退居」には、退居前の入院中に死亡した場合を含む
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33.1

29.9

33.9

41.1

21.6

22.0

21.0

25.0

16.8

16.0

17.3

15.1

9.4

9.6

9.3

8.3

4.7

5.6

4.7

1.0

5.5

7.3

4.9

3.1

2.1

2.2

2.2

0.5

6.8

7.4

6.6

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

1ユニット

(N=989)

2ユニット

(N=2,087)

3ユニット以上

(N=192)

0人 1-2人 3-4人 5-6人 7-9人 10-12人 13-15人 16人以上

3.2

3.2

3.2

4.2

1.3

0.0

1.9

0.5

5.4

6.6

5.1

2.6

7.3

0.0

11.1

3.1

1.5

0.1

0.1

24.5

81.3

90.1

78.6

65.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

1ユニット

(N=989)

2ユニット

(N=2,087)

3ユニット以上

(N=192)

79%以下 80～84% 85～89% 90～94％ 95～99％ 100%

13.0

14.8

12.3

11.5

5.9

6.1

6.1

2.6

34.5

31.9

35.7

35.4

20.7

20.6

20.6

21.9

19.2

19.8

18.6

22.4

6.7

6.9

6.7

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

1ユニット

(N=989)

2ユニット

(N=2,087)

3ユニット以上

(N=192)

身近な地域へのサービス提供をより進めるためには、サテライト型が必要
より専門的な人材が活かせるのでサテライト型が必要
サテライト型を増やすよりも、通常のグループホームを整備することが必要
地域での需給バランスがとれており、更なる整備拡大は不要
利用者に対して適切なケアが出来なくなる恐れがあるため、サテライト型は不要
その他

9.6

12.6

8.3

7.8

7.6

15.4

4.6

1.6

79.8

70.9

83.8

82.8

1.8

1.0

2.1

2.6

1.1

0.1

1.2

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

1ユニット

(N=989)

2ユニット

(N=2,087)

3ユニット以上

(N=192)

現在の規模では、地域の需要を充足できていないので、規模拡大が必要

現在の規模では小さく、経営が厳しいので、より規模を拡大したい

現在の規模がちょうどよい

現在の規模では、地域の需要に対し供給過多なので、規模の縮小が必要

現在の規模では大きく、グループホームの良さが弱まるので、より規模を縮小したい

図表29 Q9-1：令和元年11月1日時点の入居率（N=3,268)

図表31 Q9-7：現在の定員・ユニット数に対する考え（N=3,268) 図表32 Q9-8：サテライト型事業所の要否（N=3,268)

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（認知症対応型共同生活介護）

(平均：98.3%)

(平均：97.5%)

8.事業所の規模
○令和元年11月1日時点での入居率は、平均97.5％であった。【Q9-1】

○令和元年11月1日時点で、5人以上の待機者を抱える事業所は28.5％であり、待機者を抱える1事業所あたり平均6.8人の待機者を抱えて
いた。【Q9-6】

○現在の定員・ユニット数に対する考えとしては、「現在の規模がちょうどよい」が79.8％で最も多かった。【Q9-7】

○サテライト型事業所に対する考えとしては、「サテライト型を増やすよりも、通常のグループホームを整備することが必要」が34.5％で最も
多かった。【Q9-8】

図表30 Q9-6：令和元年11月1日時点での待機者数（N=3,268)

(平均：97.1%)

(平均：96.8%)

(平均：7.1人)

(平均： 6.8人)

(平均：6.7人)

(平均：5.7人)

５人以上 28.5％

11



25.0 60.0 5.0

0.0 

10.0
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9人以下 10人 11人 12人 13人以上

2.4

6.6

46.6

15.9

39.2

21.0

22.4

27.9

5.0

4.1

12.1

25.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ユニットあたりの入居者数が多く、利用定…

利用定員要件が「1施設あたり3人以下」か…

運営基準を満たすための介護職員を確保…

運営基準を満たすための管理者を確保す…

入居者・利用者の双方に対して、ケアを行…

サービス提供の手間に比べて、単位数が…

地域において、共用型認知症対応型通所…

認知症ケアに精通した職員の確保が難しい

入居者やその家族の理解が得られない

外部のケアマネジャーとの連携が難しい

事業所の職員の理解を得ることが難しい

その他

33.3

30.0

13.3

40.0

16.7

13.3

33.3

10.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今まで以上に地域に開かれた施設運営

ができるようになった

本体施設の入居者における地域住民と

の交流が促進された

本体施設の稼働率が高くなった

過去に共用型を利用した要介護者が本

体施設に入居した

外部の方が利用することにより、本体施

設の入居者に良い影響が出た

外部の方が利用することにより、職員の

モチベーションが上がった

特になし

その他

○地密特養（ユニット型）における共用型認知症対応型通所介護（以下「共用型認デイ」という。）の1か月の1ユニットあたり平均利用実人員
数は6.3人であった。【Q3-2】

○共用型認デイも提供している事業所における、同サービスを実施するメリットは、「過去に共用型を利用した要介護者が本体施設に入居
した」が40.0％で最も多かった。【Q3-3①】

○共用型認デイを提供していない事業所が、同サービスを実施していない理由は、 「運営基準を満たすための介護職員を確保することが
できない」が46.6％で最も多く、次いで「入居者・利用者の双方に対して、ケアを行うのに十分な広さを確保することができない」が39.2％
となっていた。また、利用定員要件（1ユニットあたりユニットの入居者と合わせて12人以下）を満たすことができないと回答した事業所
が、何人以下であれば要件を満たすことができるか尋ねたところ、「10人」が60.0％で最も多かった。【Q3-4】

図表34 Q3-3①：共用型認デイを実施するメリット（複数回答、N=30)

図表35 Q3-4：共用型認デイを提供していない理由（複数回答、N=832)

図表36 Q3-4選択肢1：何人以下であれば要件を満たすことができるか（N=20)

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型)における共用型認知症対応型通所介護）

地密特養（ユニット型）における共用型認デイの

1か月の平均利用実人員数（１ユニットあたりの平均）
6.3人

図表33 Q3-2：共用型認デイの利用状況(N=30)

ユニットあたりの入居者数が多く、利用定員要件(１ユニッ
トあたりユニットの入居者とあわせて12人以下)を満たすこ

とができない
利用定員要件が「1施設あたり3人以下」から「1ユニットあ
たりユニットの入居者とあわせて12人以下」に緩和された

ことを知らない

運営基準を満たすための介護職員を確保すること
ができない

運営基準を満たすための管理者を確保することが
できない

入居者・利用者の双方に対して、ケアを行うのに十
分な広さを確保することができない

サービス提供の手間に比べて、単位数が割にあわ
ない

地域において、共用型認知症対応型通所介護の
ニーズがない
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54.3

21.7

23.9

10.9

54.3

10.9

4.3

10.9

13.0

13.0

10.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

認知症の利用者に対して、より専門的な介護が提供で

きるようになった

以前は対応できなかった、重度の認知症の方に対しても

サービスを提供することができるようになった

利用者の、行動・心理症状の出現頻度が減った

より効果的なケアにより職員の負荷が減った

職員の、認知症に関する研修の受講意欲が高まった

職員のモチベーションが上がった

新規の利用者が増え稼働率が上がった

既存の利用者の刺激になる等良い影響が出た

地域における認知症の方の受入拠点となった

特になし

その他

2.9 97.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

算定あり 算定なし

3.8 96.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

算定あり 算定なし

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（短期入所生活介護・短期入所療養介護）

1.認知症専門ケア加算
○算定している事業所は、生活ショートで3.8％ 、療養ショートで2.9％であった。【Q2-4①】

○算定するメリットは、「認知症の利用者に対して、より専門的な介護が提供できるようになった」と「職員の、認知症に関する研修の受講意
欲が高まった」が多く、生活ショートはいずれも54.3％、療養ショートはそれぞれ88.9％・61.1％であった。【Q3-1①】

図表37 Q2-4①：認知症専門ケア加算の算定事業所（左：生活ショートN=1,201、右：療養ショートN=619)

図表38 Q3-1①：認知症専門ケア加算を算定することのメリット（複数回答、 左：生活ショートN=46、右：療養ショートN=18)

88.9

22.2

16.7

22.2

61.1

16.7

11.1

22.2

22.2

5.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症の利用者に対して、より専門的な介護が提供で

きるようになった

以前は対応できなかった、重度の認知症の方に対しても

サービスを提供することができるようになった

利用者の、行動・心理症状の出現頻度が減った

より効果的なケアにより職員の負荷が減った

職員の、認知症に関する研修の受講意欲が高まった

職員のモチベーションが上がった

新規の利用者が増え稼働率が上がった

既存の利用者の刺激になる等良い影響が出た

地域における認知症の方の受入拠点となった

特になし

その他
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32.4
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13.4

27.1

10.4

6.3
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事業所における利用者総数のうち、認知症高齢者日…

認知症介護実践リーダー研修の修了者の確保が困難

1)研修実施回数が少ない

2)研修開催地が限られる

3)研修受講期間中の代替職員の確保が難しい

認知症介護指導者研修の修了者の確保が困難

1)研修の実施回数が少ない

2)研修受講期間中の代替職員の確保が難しい

事業所の従業者に対し、認知症ケアに関する留意事…

事業所における介護･看護職員ごとの認知症ケアに…

サービス提供の手間に比べて、単位数が割にあわない

重度の認知症の方を受け入れについて、職員の理…

利用者負担が増えることに、既存の利用者やその家…

その他
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44.7
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19.1

36.1

13.6

17.9

26.3

6.5

4.4

3.9
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事業所における利用者総数のうち、認知症高齢者日…

認知症介護実践リーダー研修の修了者の確保が困難

1)研修実施回数が少ない

2)研修開催地が限られる

3)研修受講期間中の代替職員の確保が難しい

認知症介護指導者研修の修了者の確保が困難

1)研修の実施回数が少ない

2)研修受講期間中の代替職員の確保が難しい

事業所の従業者に対し、認知症ケアに関する留意事…

事業所における介護･看護職員ごとの認知症ケアに…

サービス提供の手間に比べて、単位数が割にあわない

重度の認知症の方を受け入れについて、職員の理…

利用者負担が増えることに、既存の利用者やその家…

その他
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0.0

22.2

0.0
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事業所における利用者総数のうち、認知症高齢者日…

認知症介護実践リーダー研修の修了者を確保し続…

認知症介護指導者研修の修了者を確保し続けること…

サービス提供に係るコストが高い

地域において、認知症の方に対するより専門的な…

重度の認知症の方を受け入れることについて、職員…

利用者負担が増えることについて、既存の利用者や…

特になし

その他
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47.8

10.9

8.7

17.4

8.7

8.7

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

事業所における利用者総数のうち、認知症高齢者日…

認知症介護実践リーダー研修の修了者を確保し続…

認知症介護指導者研修の修了者を確保し続けること…

サービス提供に係るコストが高い

地域において、認知症の方に対するより専門的な…

重度の認知症の方を受け入れることについて、職員…

利用者負担が増えることについて、既存の利用者や…

特になし

その他

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（短期入所生活介護・短期入所療養介護）

1.認知症専門ケア加算
○算定する際の課題の上位について見ると、「認知症介護実践リーダー研修を修了している者を確保し続けることが困難である」が生活ショートで

54.3％、療養ショートで44.4％であり、「認知症介護指導者研修を修了している者を確保し続けることが困難である」が生活ショートで47.8％、療養
ショートで61.1％であった。【Q3-1②】

○算定していない理由は、「認知症介護実践リーダー研修を修了している者の確保が困難である」が最も多く、生活ショートで71.4％、療養ショートで
60.5％となっていた。【Q3-2】

図表39 Q3-1②：認知症専門ケア加算を算定する際の課題（複数回答、 左：生活ショートN=46、右：療養ショートN=18)

図表40 Q3-2：認知症専門ケア加算を算定していない理由（複数回答、左：生活ショートN=995、右：療養ショートN=491)

認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ･Ⅳ･Ｍの利用者を1/2
以上受け入れ続けることが困難

認知症介護実践リーダー研修の修了者を確保し続ける
ことが困難

認知症介護指導者研修の修了者を確保し続けることが
困難

サービス提供に係るコストが高い

地域において、認知症の方に対するより専門的なサー
ビスを提供することへのニーズがない

重度の認知症の方を受け入れることについて、職員の
理解が得られない

利用者負担が増えることについて、既存の利用者やそ
の家族の理解が得られない

認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ･Ⅳ･Ｍの利用者を1/2
以上受け入れ続けることが困難

認知症介護実践リーダー研修の修了者を確保し続ける
ことが困難

認知症介護指導者研修の修了者を確保し続けることが
困難

サービス提供に係るコストが高い
地域において、認知症の方に対するより専門的なサー

ビスを提供することへのニーズがない
重度の認知症の方を受け入れることについて、職員の

理解が得られない
利用者負担が増えることについて、既存の利用者やそ

の家族の理解が得られない

認知症高齢者日常生活自立度のⅢ･Ⅳ･Ｍに該当する利
用者の占める割合が1/2未満である

従業者に、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技
術的指導に係る会議を定期的に開催することができない
介護･看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、計画に従い研修の実施･実施予定ができない

サービス提供の手間に比べて、単位数が割にあわない

重度の認知症の方を受け入れについて、職員の理解が
得られない

利用者負担が増えることに、既存の利用者やその家族の
理解が得られない

認知症高齢者日常生活自立度のⅢ･Ⅳ･Ｍに該当する利
用者の占める割合が1/2未満である

従業者に、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技
術的指導に係る会議を定期的に開催することができない
介護･看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、計画に従い研修の実施･実施予定ができない

サービス提供の手間に比べて、単位数が割にあわない

重度の認知症の方を受け入れについて、職員の理解が
得られない

利用者負担が増えることに、既存の利用者やその家族
の理解が得られない
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既存の利用者の刺激になるなど良い影響が出た

地域における若年性認知症の方の受入拠点となった

特になし

その他
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職員の、若年性認知症に対する理解が深まった

職員のモチベーションが上がった

新規の利用者が増え稼働率が上がった

既存の利用者の刺激になるなど良い影響が出た

地域における若年性認知症の方の受入拠点となった

特になし

その他
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算定あり 算定なし

12.8 87.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

算定あり 算定なし

10.6 89.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

算定あり 算定なし

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）

図表41 Q2-4②：若年性認知症利用者受入加算の算定事業所
（上：特定施設N=980、中：小多機N=1,003、下： 看多機N=231)

図表42 Q4-1①：若年性認知症利用者受入加算を算定するメリット
（複数回答、上：特定施設N=104、下：小多機N=128・看多機N=34)

若年性認知症利用者に対して、より専門的なサービスが
提供できるようになった

以前は対応できなかった、若年性認知症の人にもサービ
スを提供できるようになった

2.若年性認知症利用者受入加算
○算定している事業所は、特定施設で10.6％、小多機で12.8％、看多機で14.7％であった。【Q2-4②】

○算定するメリットは、特定施設では「職員の、若年性認知症に対する理解が深まった」と「特になし」が36.5％であり、小多機では「職員の、
若年性認知症に対する理解が深まった」が43.8％で最も多く、次いで「特になし」が32.8％であった。看多機は「特になし」が35.3％で最も
多く、次いで「職員の、若年性認知症に対する理解が深まった」 が26.5％であった。【Q4-1①】

若年性認知症利用者に対して、より専門的なサービ
スが提供できるようになった

以前は対応できなかった、若年性認知症の人にも
サービスを提供できるようになった
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その他

小多機
看多機
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2.8
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5.0
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受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担

当者を設定し続けることが困難

個別に定めた担当者を中心に、当該利用者の特

性やニーズに応じたサービス提供が困難

若年性認知症の方を受け入れることについて、職

員の理解が得られない

利用者負担が増えることについて、既存の利用

者やその家族の理解が得られない

サービス提供に係るコストが高い

地域において、認知症の方に対するより専門的

なサービスを提供することへのニーズがない

特になし

その他
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19.2
20.2

6.7
3.8
4.8

6.7
38.5
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若年性認知症利用者を受け入れ続けることが困難

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当…

個別に定めた担当者を中心に、当該利用者の特性…

若年性認知症の方を受け入れることについて、職…

利用者負担が増えることについて、既存の利用者…

サービス提供に係るコストが高い

地域において、認知症の方に対するより専門的な…

特になし

その他

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査（特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）

図表44 Q4-2：若年性認知症利用者受入加算を算定していない理由
（複数回答、上：特定施設N=717、下：小多機N=624・看多機N=149)

図表43 Q4-1②：若年性認知症利用者受入加算を算定する際の課題
（複数回答、上：特定施設N=104、下：小多機N=128・看多機N=34)

2.若年性認知症利用者受入加算
○算定する際の課題は、3サービスとも「特になし」が最も多く、特定施設で38.5％、小多機で39.8％、看多機で38.2％であった。次いで多

かったのは、特定施設では「個別に定めた担当者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うことが困難である」
が20.2％であり、小多機・看多機では「受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を設定し続けることが困難である」が小多機
で25.8％、看多機が26.5％であった。【Q4-1②】

○算定していない理由は、3サービスとも「利用者の中に若年性認知症の人がいない」が最も多く、特定施設で87.3％、小多機で83.0％、看
多機で80.5％であった。【Q4-2】

若年性認知症利用者を受け入れ続けることが困難

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を設定し続
けることが困難

個別に定めた担当者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応
じたサービス提供が困難

若年性認知症の方を受け入れることについて、職員の理解が得ら
れない

利用者負担が増えることについて、既存の利用者やその家族の
理解が得られない

サービス提供に係るコストが高い

地域において、認知症の方に対するより専門的なサービスを提供
することへのニーズがない

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担
当者を定めることが困難

個別に定めた担当者を中心に、当該利用者の特
性やニーズに応じたサービス提供が困難

若年性認知症の方を受け入れることに、職員の理
解が得られない

若年性認知症に対する専門的なケア方法を把握
している職員の不足

利用者負担が増えることに、既存の利用者やその
家族の理解が得られない

サービス提供の手間に比べ、単位数が割にあわ
ない

地域に、若年性認知症の利用者を受け入れる
ニーズがない

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定める
ことが困難

個別に定めた担当者を中心に、当該利用者の特性やニーズに
応じたサービス提供が困難

若年性認知症の方を受け入れることに、職員の理解が得られな
い

若年性認知症に対する専門的なケア方法を把握している職員
の不足

利用者負担が増えることに、既存の利用者やその家族の理解
が得られない

サービス提供の手間に比べ、単位数が割にあわない

地域に、若年性認知症の利用者を受け入れるニーズがない
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図表45 Q6-1①③：1事業所あたりの短期利用受入可能室数

図表50 Q7-1：登録者でない短期利用の受入者数

（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

事業所調査(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)

図表49 Q6-3：登録者のうち予定していない、1日あたりの最大宿泊人数

図表48 Q6-2：登録者の泊まり利用実績(延べ人数)

（N=40)
（平均：7.5人）

（N=26)
（平均：3.8人）

（N=934)
（平均：1.3人）

（N=212)
（平均：1.7人）

小多機（N=1,003)
(平均：1.7室)
(0室除く平均：2.1室）
看多機（N=231)
（平均：2.1室）
(0室除く平均：2.5室）

図表46 Q6-1③：1事業所あたりの宿泊室数

（N=1,003)
（平均：7.3室）

（N=231)
（平均：7.6室）

図表47 Q6-1④：1事業所あたりの宿泊室数以外の個室数

（N=1,003)
（平均：0.4室）

（N=231)
（平均：0.5室）

※短期利用に活用可能な宿泊室の数
＝事業所の宿泊室の数×（事業所の登録定員-事業所の登録者数）÷事業所の登録定員

※1室以上の事業所のうち、登録者でない短期利用を受け入れた事業所
小多機：4.0％ 看多機：11.3％

（N=1,003)
(平均：100.1人）

3.短期利用の状況
○1事業所あたりの短期利用受入可能室数は、小多機では平均1.7室で、1室の事業所が33.7％で最も多かった。看多機では平均2.1室で、

1室の事業所が26.4％で最も多かった。【Q6-1①③】
○短期利用受入可能室数が1室以上の事業所のうち、令和元年11月に、登録者でない短期利用を受け入れた事業所は小多機で4.0％、看

多機で11.3％であった。小多機では、1事業所あたりの受入者数は平均7.5人で、「1人」、「5人以上」の事業所が30.0％で最も多かった。
看多機では、1事業所あたりの受入者数は平均3.8人で、1人の事業所が42.3％で最も多かった。【Q7-1】
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（5）.認知症対応型共同生活介護等における平成30年度報酬改定の影響に関する調査研究事業

利用者調査（利用者・家族）

○認知症の利用者による、利用事業所の満足度は、認知症専門ケア加算を算定している事業所では、満足と回答した者が86.9％（大変満

足36.4％＋まあ満足50.5％）であった。若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所では、満足と回答した者が80.5％（大変満足

19.5％＋まあ満足61.0％）であった。これらに対し、いずれも算定していない事業所では、満足と回答した者が84.8％（大変満足32.3％＋まあ満

足52.5％）であった。【Q4×Q6-1③(何らかの認知症の有る方)×Q6-1⑥】

○認知症の利用者のご家族による、利用事業所の満足度は、認知症専門ケア加算を算定している事業所では、満足と回答した者が
97.3％（大変満足63.7％＋まあ満足が33.6％）であった。若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所では、満足と回答した者が
100％（大変満足60.0％＋まあ満足が40.0％）であった。これらに対し、いずれも算定していない事業所では、満足と回答した者が98.1％（大変

満足54.9％＋まあ満足が43.2％）であった。【Q7-12×Q6-1③(何らかの認知症の有る方)×Q6-1⑥】

図表51 Q4×Q6-1：認知症の利用者による、利用事業所の満足度
（N=7,112)

図表52 Q7-12×Q6-1：認知症の利用者のご家族による、
利用事業所の満足度（N=1,326)

※利用者票については、利用者本人による回答を原則とし、本人による回答が困難な場合には
家族や事業所職員が本人に聞き取りのうえ回答するよう依頼

（N=1,292)

（N=41)

（N=5,779)

（N=262)

（N=5・参考)

（N=1,059)
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